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国立大学法人神戸大学研究費不正使用に関する通報及び調査体制図

※第８条第１項

調査対象者

⑩
調査結果通知

関係推進責任者
※第１１条

※第７条第４項 ※第９条

・ 研究費使用禁止
※第７条第５項

・ 審問

※第７条第３項 ※第８条第２項

・ 隠滅措置 ・ 調査協力

・ 資料の提出 ・ 説明責任

・調査対象者の懲戒処分、是正措置等の必要性の
報告又は調査対象者等の名誉回復、通報者の懲戒
処分等を報告⑨

結果報告
※第１０条第１～３項

⑧
調査

研究費不正調査委員会
報告

※第５条第２項

内部委員 外部委員
内部統制室長他 弁護士

⑨
進捗状況報告 ・当該調査の開始
※第７条第１項 ・配分機関と協議した調査方針、調査対象、調査

方法等により進捗状況報告

配分機関報告 配分機関
※第５条第１項 （文部科学省・厚生労働省等）

・当該調査の要否を報告

・ 競争的資金等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した
使用

②
通報の報告
※第４条第１項

学長が指名する理事
又は副理事

研究費統括管理責任者

⑥

・１４日以内に報告

⑤
結果報告
※第４条第３項

※第４条第１項
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④
予備調査 部局の研究費
※第４条第２項 コンプライアンス推進責任者

（以下「関係推進責任者」という。）

⑧
調査等報告

通報者
※第５条第３項

・当該調査の開始又は調査しない旨の通知

・３０日以内に報告

⑦
配分機関指示 ・配分機関と調査方針、調査対象、調査方法等を

協議※第７条第２項

③
通報の報告

☆研究費不正使用とは

通報者
・ 故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用

・ 構成員が自らの職務において不正使用を知り得たとき

内部窓口 外部窓口 ・ 報道、学会等から不正使用の疑いが指摘されたとき
内部統制室 法律事務所

研究費不正使用に関する
通報窓口

①
通報
※第３条

☆研究費不正使用の通報があったとみなす場合とは



⑯
調査結果等報告 配分機関

⑱
調査結果公表

調査結果の公表
※第１６条

※第１５条第１項 （文部科学省・厚生労働省等）
・調査過程でも不正の事実があれば中間報告（※
第１５条第２項）

⑰
研究費返還等 ・不正発生要因、監査体制状況、再発防止計画報

告（※第１５条第３項）※第１５条第５項

・２１０日以内に最終報告書の提出しない場合
は、翌年度以降の間接経費措置額の削減

⑮
是正結果報告

※この通報体制図は、国立大学法人神戸大学における研究費不正使用に関する通報等処理規程に定めるものである。　　

⑲
通報者の保護

通報者の保護
※第１７条

・不正に関与した者の氏名及び配置先又は所属

・不正の内容
・本学が公表時までに行った措置の内容

・コンプライアンス委員会委員の氏名及び配置先
又は所属

・調査の方法及び手順
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※第１４条第２項

⑭
是正措置

報告
※第１４条第１項
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⑩

調査対象者

内部統制室長他 弁護士

⑬
結果報告 ・当該再調査の開始
※第１３条第３項 ・当該再調査の結果報告

調査結果通知
調査対象者・通報者

⑫
再調査

研究費不正調査委員会
※第１３条第１項

内部委員 外部委員

⑫
再調査等報告 ・当該再調査の開始又は再調査しない旨の通知
※第１３条第２・５項

※第１１条

⑪
異議申立 ・１４日以内に異議申立（１回のみ）
※第１２条


